モデル事業実施施設・事業報告書

【（様式②）モデル事業の実施プロセス・効果】

１．モデル事業の計画段階のプロセス
　① モデル事業の申請に至るまでのプロセス

	・どのような目的や動機、施設内の話し合いがあって申請に至ったのか

　新法における、新事業体系移行を行ううえで、当施設としては、就労継続支援事業・就労移行支援事業が妥当と考える。

　新法における就労支援事業では、障害のある人たちが働くことにおいて、地域で生活できる所得保障が主眼におかれている。

　そこで、モデル事業を通じて経営的観点から専門的に現状の事業分析等を実施し、これまでの授産事業等における支援費依存型から、事業運営からの事業収入を主体とする、収益事業感覚を取り入れた効率的施設運営を行うことで、施設利用者の工賃アップ（所得保障）を実現し、利用者負担金以上の工賃を確実に支払えるシステムの構築を図りたいと考える。

　また、新法における就労支援事業では、経営感覚等が求められていることを、事業に携わる一人一人の職員が認識し、意識改革を行う必要性があると考えて申請した。

　申請にあたって、ウエス事業に携わる職員を中心に検討し、法人施設長会議で承認を得た。



	


　② コンサルタント等の選定におけるプロセス

	・どのような目的、施設内の話し合いがあって申請に至ったのか

　障害者福祉サービスにおける授産事業（障害のある人たちの働く）について、認識の希薄なコンサルタント等に依頼する場合、授産施設の歴史的背景や構造的問題等の説明に時間を費やしてしまうこと、また、障害のある人たちの働く事業活動と、民間企業における事業活動の違いを十分理解していだだいていないと、観点の違うアドバイス等を受ける危険性が考えられた。

　そこで、当施設は以前立ち上げた新製品開発プロジェクトメンバーの１人として加わっていただき、現在も当施設に対しさまざまな協力をいただいている宇部商工会議所からの推薦をいただき、今回選定の経営コンサルタントに委託をした。

　また、推薦をいただいた経営コンサルタント等の最終決定にあたっては、基幹事業であるウエス事業に携わる職員を中心に、経営コンサルタントのこれまでの実績等を検討し、法人施設長会で承認を得た。




③ 対象事業（対象作業科目）の選定の方法とプロセス

	・どのような対象事業の選定方法（市場調査の実施や現状の作業の検証など（コンサルタントからどのようなアドバイスがあったのかを含む））を行い、その結果どのような施設内の話し合いがあって対象事業の決定に至ったのか

新法における就労支援事業では、障害のある人たちが働き地域で生活できる所得保障に主眼がおかれているが、当施設の中ではウエス事業がこれまで収入の中心事業であり、新法の基準においても障害のある人たちの所得保障が十分見込める事業である。

　また、コンサルタントの選定科目評価にもあるように、ウエス事業は当施設（法人）において、身体に障害のある人・知的に障害のある人ならびに施設職員が一番多く携わるコア事業であることから、授産事業全体に与える影響は大きいと考えられる。

しかしながら、ウエス事業の歴史は約１９年あるが、これまで経営的観点で専門的事業分析等を行ったことがなく、マーケットが成熟したウエス事業の改革を実施することで、得られるノウハウを蓄積することは、施設全体として他の授産事業の効率・効果を追求できることが可能となると考え、ウエス事業を選定した。


　④ 具体的数値目標・改善計画の策定のプロセス

	・具体的数値目標や改善計画の策定（コンサルタントからどのようなアドバイスがあったのかを含む）にあたり、どのような施設内の話し合いがあって決定に至ったのか

　工賃アップの目標は、３年間で45％アップ、数字的には、19,354円 → 28,000円／月・人である。

　これは、8,645円×66名（現在ウエスに携わる利用者人数）×12ヶ月=6,848,000円／年の粗利益が必要となる。

　ウエス市場の現状・営業面における現状分析・商品面における現状分析・費用分析・生産性分析・安全衛生面・教育訓練面等から一人当たりの生産性の拡大（効率化生産ラインを再編成・運搬業務の圧縮・適材適所の人員配置）・営業の展開のための工数確保（職員の業務見直しによる営業工数確保）・職員のマネジメント能力の向上を目的とした改善計画を策定した。


⑤ 地域ネットワーク会議の設置に至るまでのプロセス

	・どのような目的をもって地域ネットワーク会議を設置したか、どのような施設内の話し合いがあって構成委員を選定し、地域ネットワーク会議の設置に至ったのか

　地域ネットワーク会議設置においては、従来の福祉依存的な社会観からの脱却や、今後の施設経営のあり方も含め、新法への新体系移行を考慮し設置した。

構成委員の選定については、上記目的達成のため外部委員として、今後の事業ユーザーや雇用支援の関連として地元企業（特例子会社）・商工会議所・市役所の方々に地元委員として依頼したほか、県内の障害者の就労についての情報やアドバイスを得るため労働関係団体から山口県雇用開発協会にも委員を依頼。

　当施設（法人）からは、ウエス事業に携わる職員等が、地域ネットワーク会議に参加し、必要な各種データ等の収集を行った。


　⑥ 職員への説明（動機付け）の方法とそのプロセス

	・どのように職員全体に「事業のすすめ方」や「工賃アップの意味」などを説明し、共有理解を図ってきたのか

　新法における、障害のある人たちの就労と地域での社会生活支援について、日々の会議や研修会において説明を繰返し行った。


　⑦ 利用者・家族等への説明（動機付け）の方法とそのプロセス

	・どのように利用者や家族に「事業のすすめ方」や「工賃アップの意味」などを説明し、共有理解を図ってきたのか

　新法における就労を中心とした事業移行等について、利用者や家族を対象に説明会・研修会を実施しているが、十分な理解を得られていないのが現状である。

　今後も引き続き、事業移行を含め利用者や家族への説明を行い、負担増にともなう所得確保をいかにするか、施設が実施する収入増への事業展開を説明し、授産事業で得ることの収入とした工賃アップの意義等の意識を浸透させたい。

　本モデル事業について、具体的な実施方法等がはっきり決まっていない現状での説明は、かえって混乱を招きかねないため、具体案ができしだい説明する予定である。


２．モデル事業の実施内容

（1）モデル事業の実施体制
　① モデル事業実施にあたっての事業者側の体制

	・プロジェクトチームや職員リーダーの設置など、その実施体制を図示




　② 職員や利用者のスキルアップのための研修体制

・実施（受講）してきた研修名（見学先施設名）、その目的と効果、参加者、など

	№
	実施月日
	研修名（見学先施設名）
	研修の目的と評価
	参加者
	備考

	１
	６月１４日


	宇部商工会議所　創業塾
	ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ作成・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ　ﾋﾞｼﾞﾈｽの基本を理解
	職員２名
	

	２
	１０月１６日
	田村経営セミナー
	社会福祉法人における能力賃金の組立について　取り組み必要
	職員２名
	

	３
	１２月１９日
	法人研修会　組織について
	職員全体のスキルアップ　理事長を講師とし理解を深める
	職員３０名
	

	４
	１月５日
	商工会議所経営セミナー
	ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ須田氏による、日本経済の講演　経済現状を深める
	職員４名
	

	５
	２月１日
	日本ｾﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ　ｳｴｽ部会研修会
	ﾘｰｽｳｴｽで環境型社会を構築　新たな営業へのヒントになる
	職員３名
	

	６
	２月９日
	工賃水準ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業　　法人勉強会
	経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる事業計画の説明（中間報告）　事業の理解
	職員１０名
	


（2）モデル事業に基づく工賃アップのための具体的な行動

・各職員（利用者）が具体的にどのように行動したか
	主担当職員名

（イニシャル）
	職　　種
	実施月日
	具体的な行動

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	９月４日
	・各関係機関へ担当者派遣要請依頼

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	９月８日
	・モデル事業事前資料　作成

	Ｔ・Ｍ
	課　長
	９月１３日
	・モデル事業事前説明会（東京）

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	９月２９日
	・第１回　モデル事業会議開催　事業について

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１０月２０日
	・コンサルタントとの業務委託契約書締結

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１０月２５日
	・セルプ南風ウエス事業　現状分析（所内打合せ）

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１１月２０日
	・第２回　モデル事業会議開催　中間報告書について

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１２月４日
	・元受会社社長との面談（今後の下請事業について）

	Ｔ・Ｍ
	施設長
	１２月１５日
	・モデル事業　中間報告会（東京）

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１月１２日
	・推進特別委員会　委員との意見交換会

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	１月２６日
	・最終報告書／課題解決ｐｊについて（所内打合せ）　

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	２月９日
	・法人職員説明会

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	２月２３日
	・第３回　モデル事業会議開催　最終報告書について

	Ｙ・Ｔ
	課　長
	３月９日
	・最終報告書提出

	Ｔ・Ｍ
	施設長
	３月１９日
	・モデル事業　最終報告会（東京）


３．モデル事業における効果の検証

① 利用者にとってどのような効果があったか

	（施設側からの視点）

計画作成段階で終了、効果の検証に至っていない。
（利用者からの声）

計画作成段階で終了、効果の検証に至っていない。


　② 職員にとってどのような効果があったか

	（施設長側からの視点）

　　経営コンサルタントというのがどういうものかが分った。

経営のポイント・事業戦略等専門的な手法について学ぶことが出来た。

　　職員が今行わなければならないこと（目標）の再確認が出来た。

　　問題点が明確化され、職員の意識の改革に繋がった。

（職員側からの視点）
　　今までは、「経営」という視点での問題解決を行っていなかったが、現場の問題は経営に直結した課題であるとの認識を持つ必要があることが分った。

　　問題を解決するためには、日々のデータ収集等をしっかりと行う必要性があることを再認識した。また問題解決の糸口はその得られたデータの中にあることも分った。


　③ 施設全体にとってどのような効果があったか

	・施設･法人全体の視点でどのような効果があったのか

　・ モデル事業の効果の検証まで至っていないが、課題抽出を行ううえでの分析方法等が学べた。

・ 今回課題としてコンサルタントの報告にもあるように、施設管理者等経営陣を含めた職員や利用者全体の意識改革が必要であることが痛感できた。

・ 課題として抽出された内容を、具体的プランとして取り組み効果に結びつけることが、工賃アップ（所得確保）につながると考えている。

　・ 改革のためのプロジェクトの立ち上げができ、今後同様な問題解決時のプロセスも把握できたこと。


４．コンサルタントに対する評価
	　障害のある人たちの働く事業活動と、民間企業における事業活動の違い（歴史的相違点等）を、十分理解した観点からアドバイス等をいただけた。

　また、ウエス事業を経営・経済等の視点から事業分析していただけたことは、これまで福祉の世界で実施してきたウエス事業は、いかにビジネス感覚が希薄であったかを指摘していただけた。

　このように、これまでの我々の状況を踏まえたうえでのアドバイスは、高い評価に値すると考える。


５．今年度の取り組みにおける反省点、今後の課題・展望
	約半年という短いスパンでは時間的余裕が無く、工賃水準ステップアップのための具体的な行動を起こすまでには至らなかった。しかし、経営コンサルタントの方やアドバイザーの方にご協力いただき、おおよその輪郭、中長期目標といったものは見えてきたように思う。

今後も継続して会議検討を行い、より具体的な計画、数値目標を掲げ、どうすればそこに到達できるのかといった作業を細分化し、スケジュールに沿って取り組んでいかなければならないと感じる。

今回のモデル事業は、実質半年で効率的な結果を出すには、時間不足であった。

　しかも、ＰＤＣＡサイクルにおけるＰ（プラン）を作成する前段階で必要な、現状分析・課題抽出のための内部資料や基礎データーが整理・整備できていなかったために、Ｐの段階で時間を要してしまった。

　今後、経済・経営面におけるビジネス感覚を身につけ、障害のある人たちの工賃アップ（所得保障）に繋げていくためにも、職員と施設（法人）の意識改革が求められると考える。

今回のモデル事業ではプランニング迄しかできていないが、重要なことはこのプランをいかに確実に実施し、成果を生むかということで、これから本当の変革を求められる時期に入ると考える。

　確実に本事業を進めるためにも、１９年度以降のチェック体制が必要であると思う。


６．19年３月（モデル事業終了）以降の最終目標達成までの具体的なすすめ方
	・今後の実施体制や予算なども含めて

　今回のモデル事業では、計画策定までに留まっているが、19年度以降においてもＤｏ（実施）→

Ｃｈｅｃｋ（チェック）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）を継続することにおいて、20年度には効率的に結果に

結びつける予定である。

　詳細については、最終報告書内のアタックスケジュール等を参照。


７．工賃水準ステップアップ事業（モデル事業）のすすめ方に対する意見・提案
	・モデル事業実施施設の立場から－今後工賃アップに取り組む施設へのアドバイスなど

今回のモデル事業の中で強く感じたことは、施設職員、利用者の意識改革をまず行わなければならないということである。電話が鳴っても来客があっても、それに対応しようとしない職員、また少々形が歪んでも、製品を出荷しようとしてしまう職員・利用者の意識の低さと、チェック体制の甘さ。与えられた仕事を漠然とこなしていれば給料、工賃が貰えていた今までの福祉施設の体系を、根本から見直す必要がある。福祉的な研修だけでなく、民間業者と同じようなビジネスマナー研修、スキルアップ研修の必要性を

強く感じる。

今後、民間業者と互角に戦っていかなければならない中で、民間業者がそうであるように、力の無い施設・職員は、競争原理の中で淘汰されていくといった危機感を強く持つ必要があると感じた。

　今回のモデル事業を実施することで、福祉的事業経営から一般企業経営に体質改善することが、障害のある人たちの工賃アップ（所得保障）につながることを学ぶことができた。しかし、本モデル事業を実施するにあたり、もっと時間的な余裕（２年間）が必要と考える。また、施設側も日頃から経済・経営的観点から授産事業の現状分析が行える資料や基礎データ管理が必要と考える。事業の現状分析ができる、資料や基礎データーの管理方法は商工会議所等の研修を受講することで学ぶ必要があると思われる。

今後、福祉施設職員に求められる資質は、介護などに関する福祉的な知識だけではなく、施設を経営していくための経営に関する知識の必要性を改めて知ることができた。

今回、本モデル事業に参加させていただいたことで、施設利用料より高い工賃を支払い、地域での生活を支援するという、授産施設本来の役割を再認識することができた。


　 【営業力強化ｐｊ】


ミッション


営業力拡大のための組織編制


　リーダー：谷﨑吉宏





 【新報酬制度構築ｐｊ】


ミッション


利用者への公正でやる気の出る報酬制度の構築


 リーダー：石川タケ子





　　　【職員教育ｐｊ】


ミッション


職員のマネジメント能力取得向上のための教育計画


　リーダー：松岡健児





　【設備移転計画ｐｊ】


ミッション


生産性向上のための生産施設・設備集約


  リーダー：益原忠郁





　　　　　【南風荘　工賃水準ステップアップネットワーク会議】


　　柳川　博　　　　　　柳川経営研究所　代表取締役


　　栗原　清隆　　　 　 宇部商工会議所　経営支援グループリーダー


　　藤笠　誠　　　　　  宇部市障害福祉課　課長


　　有田　信二郎　　　  リベルタス興産　社長


　　岡村　慎二郎　　　  山口県雇用開発協会


　　佐藤　坤子　　　  　社会福祉法人南風荘　常務理事


　　益原　忠郁　　　　  セルプ岡の辻　施設長


　　松岡　健児　　　 　 セルプ南風　事務長


　　谷﨑　吉宏　　　 　 セルプ南風　課長


　　藤田　敬生　　　 　 セルプ南風　支援員


　　今井　洋平　　　  　セルプ南風　指導員








